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Ⅲ 市政への市民参画のしくみ 

 

 １ 市民参画の基本的な流れ 

  市民参画を行うに当たっては市民が参画しやすく、意見を表明しやすいしくみとするため、実施予

定の公表、市民参画の実施、結果の公表及び評価を繰り返し、より良い市民参画のしくみとしていき

ます。 

市民参画・協働推進委員会 

市  民 

地域づくり課 

職員チーム 
担当部署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯市民参画の結果から運

用及びしくみを外部評価 

（5月・８月・11月・3月） 

【参画・協働推進委員会】 

③実施予定の内部評価 

（5月・８月・11月・２月   ）【職員チーム】 

②計画等策定・条例改廃

案件を報告 

（４月・7月・10月・1月   ） 

⑱実施結果を広報紙、ＨＰ等で公表 

（７月・１０月・1月・５月）【地域づくり課】 

⑦年間の実施予定を広報紙、ＨＰ

等で公表 

（７月・１０月・1月・４月  ）【地域づくり課】 

 

①計画等策定・条例改廃案件照会 

（４月・7月・10月・1月）【地域づくり課】 

⑮市民参画の結果から運用及び

しくみを内部評価 

（5月・８月・11月・3月）【職員チーム】 

 

⑭自己評価のうえ実施結

果を報告（４月・7月・10月・2月） 

 

④実施予定の外部評価 

（5月・８月・11月・２月   ） 

【参画・協働推進委員会】 

⑤年間の市民参画を決定 

（5月・８月・11月・２月   ）【市長決裁】 

【 市 民 】 ⑧市民参画実施前に広

報紙、ＨＰ等で周知 

（随時） 

⑩市民参画を実施 

⑫市民の意見や市の考え

方等をＨＰ等で公表 

⑪参画し意見を提出 

⑨年間の市民参画予定や

個別の参画日時等を確認 

（随時） 

⑰評価を庁内に周知 

（5月・８月・11月・3月）【地域づくり課】 

 

⑬市民参画実施結果を照会 

（4月・7月・10月・2月）【地域づくり課】 

⑥評価を庁内に周知 

（5月・８月・11月・２月  ）【地域づくり課】 

③④市民参画実施計画を

説明 

⑮⑯市民参画実施結果を

説明 


